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information

母
子
・
父
子
家
庭
医
療
の
受
給
者
証

を
お
持
ち
の
方
で
、
有
効
期
限
が「
令

和
７
年
１０
月
31
日
」と
表
記
さ
れ
て
い

る
方
は
、
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

１０
月
上
旬
に
対
象
の
方
へ
更
新
申
請

書
等
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
ご
記
入
の
う
え
、
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

引
き
続
き
該
当
す
る
方
に
は
、
新
し

い
受
給
者
証
を
１０
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。な

お
、
期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
受
給
者

証
は
、
ご
自
宅
に
お
い
て
破
棄
し
て
く

だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

民
生
部
住
民
課

福
祉
医
療
受
給
証
の
更
新

て
い
る
方
。

※
授
業
料
を
免
除
さ
れ
て
い
る
方
は
、

補
助
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

●
補
助
金
額

　

年
額
上
限
１
万
円

●
必
要
事
項

・
申
請
書

・
私
立
高
等
学
校
等
生
徒
調
書

・
村
税
納
付
状
況
を
徴
税
職
員
が
調
査

す
る
こ
と
に
同
意
す
る
文
書

・
振
込
先
が
確
認
で
き
る
も
の(

預
金

通
帳
な
ど)

※
申
請
書
等
は
、
教
育
委
員
会
教
育
課

窓
口
で
受
領
ま
た
は
村
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

●
申
請
期
間

　

１０
月
１
日（
水
）～
１１
月
２８
日（
金
）

※
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）　　

●
問
合
せ
先

　

中
央
公
民
館
内
教
育
課

さ
い
。
方
法
は
す
こ
や
か
カ
レ
ン

ダ
ー
に
記
載
し
て
い
ま
す
が
、
ご
不

明
な
点
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
注
意
事
項

　

清
掃
活
動
を
行
う
際
は
、
次
の
こ
と

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
ご
み
に
直
接
触
れ
な
い
よ
う
に
、
軍

手
等
を
使
用
す
る

・
ご
み
袋
の
口
を
し
っ
か
り
し
ば
る

・
空
き
缶
等
の
資
源
ご
み
は
な
る
べ
く

分
別
す
る

・
活
動
後
は
水
と
石
け
ん
で
丁
寧
に
手

洗
い
を
す
る

・
こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
す
る

●
問
合
せ
先

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
保
健
環
境
課

本
村
で
は
、
私
立
高
等
学
校
や
私
立

専
修
学
校
高
等
課
程
に
在
籍
す
る
生
徒

の
保
護
者
負
担
を
少
し
で
も
軽
減
す
る

た
め
、
授
業
料
の
一
部
を
補
助
し
て
い

ま
す
。

●
対
象
者

１０
月
１
日（
基
準
日
）か
ら
引
き
続
き

本
村
に
住
所
が
あ
り
、
私
立
高
等
学
校

や
私
立
専
修
学
校
高
等
課
程
に
在
籍
し

私
立
高
等
学
校
等
の

授
業
料
補
助

き
れ
い
な
村
づ
く
り
の
た
め
、
村
内

一
斉
に
清
掃
活
動
を
行
い
ま
す
。

各
戸
に
1
名
以
上
の
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

地
区
ご
と
に
区
長
さ
ん
の
指
示
の
も

と
、
道
路
や
公
園
な
ど
に
散
乱
す
る
ご

み
の
収
集
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
日

時

　

10
月
19
日（
日
）　

午
前
７
時
30
分
～

※
雨
天
実
施
、
荒
天
中
止
の
場
合
は
、

当
日
の
同
報
無
線
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

※
清
掃
終
了
は
各
地
区
の
区
長
さ
ん
の

指
示
に
よ
り
ま
す
。

●
お
願
い

・
収
集
ご
み
は
、
３
種
類
の
ご
み
袋

（
可
燃
・
不
燃
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
）

に
分
け
て
地
区
ご
と
に
収
集
場
所
に

集
め
て
く
だ
さ
い
。（
午
前
9
時
ご

ろ
か
ら
順
番
に
業
者
が
回
収
し
ま

す
。）

・
収
集
し
た
空
き
缶
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、

び
ん
な
ど
の
資
源
ご
み
は
、
種
類
ご

と
に
分
け
て
地
区
ご
と
に
収
集
場
所

に
集
め
て
く
だ
さ
い
。

・
個
人
の
粗
大
ご
み
は
、
別
に
許
可
を

と
っ
て
、
投
棄
場
に
搬
入
し
て
く
だ

村
内
一
斉
大
清
掃
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活気・魅力・人づくりの村

を
定
め
て
い
ま
す
。

●
必
要
書
類

・
補
助
金
申
請
書
一
式

・
領
収
書
の
原
本

・
製
品
保
証
書
の
写
し（
保
証
書
の
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
不
要
で
す
）

・
振
込
先
と
な
る
通
帳
の
写
し

・
施
工
後
の
写
真

※
購
入
年
度
内
に
必
要
書
類
の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

【
令
和
６
年
度
以
前
に
申
請
さ
れ
た
方
へ
】

令
和
６
年
度
ま
で
に
追
加
の
補
助
額

が
累
計
で
上
限
額
の
２
０
，０
０
０
円

に
達
し
た
方
は
、
補
助
金
の
申
請
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
令
和
６
年
度
末

を
も
っ
て
累
計
額
の
リ
セ
ッ
ト
を
し
ま

す
。令

和
７
年
４
月
１
日
以
降
に
購
入
さ

れ
た
商
品
か
ら
改
め
て
申
請
可
能
と
な

り
ま
す
の
で
、
ご
家
庭
や
事
務
所
な
ど

で
防
犯
対
策
強
化
の
た
め
、
補
助
金
の

活
用
を
ぜ
ひ
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

●
申
込
み
・問
合
せ
先

　

総
務
部
総
務
課

本
村
で
は
、
安
全
に
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
を
図
る
た
め
、
防
犯
対

策
に
要
し
た
経
費
の
一
部
を
補
助
し
て

い
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
物

・
防
犯
ガ
ラ
ス
ま
た
は
防
犯
フ
ィ
ル
ム
、

防
犯
機
能
付
き
電
話
、
自
家
用
車
両

の
盗
難
防
止
装
置　

な
ど

●
対
象
と
な
ら
な
い
物

・
防
犯
対
策
以
外
の
目
的
を
有
す
る
物

（
犬
、
玉
砂
利
、
門
扉
等
）や
護
身
用

具（
防
犯
ス
プ
レ
ー
、
ス
タ
ン
ガ
ン
、

警
棒
、
防
犯
ブ
ザ
ー
等
）　

な
ど

●
対
象
者

　

村
内
に
住
所
を
有
す
る
方（
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
ま
た
は
外
国
人
登
録

原
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
）や
村

内
に
住
所
を
有
す
る
企
業

●
補
助
率
等

　

購
入
金
額
お
よ
び
設
置
費
用
の
２
分

の
１
の
額
、
ま
た
は
２
０
，０
０
０

円
の
い
ず
れ
か
低
い
額

●
補
助
額
に
つ
い
て

　

全
世
帯
に
偏
り
な
く
補
助
を
行
え
る

よ
う
に
、
１
世
帯
当
た
り
の
補
助
額

を
単
年
度
の
上
限
額
と
併
せ
て
、
累

計
で
の
上
限
額（
２
０
，０
０
０
円
）

防
犯
対
策
補
助
金

・
第
二
次
試
験（
面
接
）

　

１
月
中
旬
か
ら
２
月
上
旬

●
申
込
書
配
布
お
よ
び
申
込
期
間

　

11
月
21
日（
金
）ま
で

　
（
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分
）

※
郵
送
の
場
合
も
11
月
21
日（
金
）必
着

※
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く

※
募
集
条
件
等
は
変
更
す
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す

●
申
込
み
・問
合
せ
先

　

総
務
部
総
務
課

飛
島
村
職
員（
保
健
師
職
）を
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。

●
採
用
予
定
人
数　
１
名

●
受
験
資
格

　

平
成
6
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
方
で
、
保
健
師
の
資
格
を
有
す
る

方
ま
た
は
令
和
８
年
３
月
ま
で
に
取

得
見
込
の
方

※
地
方
公
務
員
法
第
16
条
に
規
定
す
る

欠
格
条
項
に
該
当
す
る
方
は
受
験
で

き
ま
せ
ん

●
給
与
等

　

初
任
給（
給
料
お
よ
び
地
域
手
当
）　

令
和
７
年
４
月
１
日
現
在

　

大
学
卒　

２
４
６
，０
０
０
円
程
度

　

専
門
卒　

２
４
１
，０
０
０
円
程
度

※
経
験
年
数
を
有
す
る
場
合
は
、
初
任

給
に
加
算
あ
り

※
他
に
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
扶
養

手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
等
が

要
件
に
応
じ
て
支
給
あ
り

●
試
験
日

・
第
一
次
試
験（
教
養
試
験
・
適
性
検

査
・
作
文
・
専
門
試
験
）

　

12
月
７
日（
日
）

令
和
８
年
度
採
用

飛
島
村
職
員（
保
健
師
職
）

募
集
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令和７年 国勢調査を実施しています

から

お届けしています

●�国勢調査は、202５年（令和７年）10月１日現在、日本に住むすべての人と世帯（外国人の
方も含む）が対象となります。
●�国勢調査は、５年に一度行われます。
　統計法に基づき回答の義務がある大切な調査です。必ずご回答ください。
●�９月下旬から、調査員が各世帯を訪問し、調査書類をお配りしています。
●�パソコンやスマートフォンなどから24時間いつでもインターネットで回答することが
できます。調査書類の中にある「インターネット回答依頼書」に記載されるログイン用
二次元コードから簡単にログインできます。（日本語を含め8言語に対応しています。）
●�紙の調査票を郵送提出、または調査員へ直接提出することもできます。
●�国勢調査の調査書類が届きましたら、10月８日（水）までに回答をお願いします。
●�国勢調査の結果は、災害時に必要な物資を備えたり、住みよい街づくりのために利用
されるなど、私たちの生活の身近なところに役立てられています。
●�万一、調査書類が届いていない場合や、追加の調査票が必要な場合（５人以上の世帯な
ど）は、総務部企画課へご連絡ください。

・�各世帯を訪問する調査員は、非常勤の国家公務員です。もれなく、重複なく調査をお
こなうために、訪問時に代表者の氏名をおたずねします。調査員は、その身分を証明
する「国勢調査員証」を携帯しています。

・国勢調査をよそおった詐欺や不審な調査にご注意ください。
　�国勢調査では、金銭を要求することはありません。
　また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号をお聞きすることもありません。
・�調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には、統計法によって、個人情報を保護
するための厳格な守秘義務が課せられており、調査票の記入内容は厳重に守られます。

・回答いただいた内容は、統計の作成に関連する目的以外に使用することはありません。

●問合せ先　総務部企画課
総務省統計局
ホームページ
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活気・魅力・人づくりの村

飛島村防災ラジオ（戸別受信機）の配布終了飛島村防災ラジオ（戸別受信機）の配布終了
本村では、風水害・地震等の災害時における速やかな情報伝達のため、平成21年
度から同報系防災行政無線のアナログ戸別受信機として防災ラジオを１世帯または１
事業所につき１台無償配布しています。
総務省の周波数再編アクションプランにより、アナログ方式からデジタル方式の
放送へ早期移行が推進されていますが、戸別受信機を利用されているご家庭が多い
ことから、本村においては無線機器を更改し、デジタル・アナログ併用の放送を続
けているところです。
受信機は導入から10年以上経過し、部品の劣化なども見られるため、現在所蔵し
ている受信機の在庫限りをもって、アナログ戸別受信機の配布（交換を含む）を終了
することとしました。
今後は、情報発信の多様化を目的として導入した「飛島村防災メール」への登録や

「飛島村防災アプリ」の利用を積極的に行い、みなさまの命を守るためにご活用くだ
さい。

●問合せ先　総務部総務課

飛島村防災アプリ
iOS用

飛島村防災メール
PC・スマートフォン用

飛島村防災アプリ
Android用

飛島村防災メール
フィーチャーフォン用
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information

あ
り
、
Ｓ
Ｇ
マ
ー
ク
、
Ｊ
Ｃ
Ｆ
マ
ー

ク
、
Ｃ
Ｅ
マ
ー
ク（
Ｅ
Ｎ
１
０
７
８
）

な
ど
安
全
性
の
承
認
を
受
け
た
も
の

●
補
助
率
等

・
購
入
金
額
の
２
分
の
１
の
額
ま
た
は

２
，０
０
０
円
の
い
ず
れ
か
低
い
額

（
そ
の
額
に
１
０
０
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
場
合
は
切
り
捨
て
）

・
１
人
に
つ
き
１
個（
回
）限
り

●
必
要
書
類

・
補
助
金
交
付
申
請
書

　

開
発
部
建
設
課
で
配
布
し
ま
す
。
ま

た
は
、
村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

・
領
収
書
の
写
し（
保
護
者
が
ま
と
め

て
申
請
す
る
場
合
は
お
子
さ
ま
ご
と

に
領
収
書
が
必
要
で
す
）

・
対
象
者
の
生
年
月
日
を
証
明
す
る
も
の

・
自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
安
全

承
認
適
合
が
わ
か
る
も
の（
自
転
車

乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
現
物
提
示
で

も
可
）

●
申
請
期
限　

　

令
和
8
年
３
月
31
日（
火
）

※
自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
購
入

し
た
年
度
末
ま
で
に
申
請
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
問
合
せ
先　

　

開
発
部
建
設
課

広
報
と
び
し
ま
９
月
号
に
差
し
込
み

し
た
チ
ラ
シ「
聖
苑
の
入
出
路
が
追
加

さ
れ
ま
す
」の
記
載
内
容
に
誤
り
が
あ

り
ま
し
た
。
チ
ラ
シ
で
は
、
聖
苑
西
側

側
道
か
ら
飛
島
大
橋
西
交
差
点
へ
右
折

で
き
る
案
内
図
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

正
し
く
は
、
聖
苑
西
側
道
路
か
ら
飛
島

大
橋
南
交
差
点
へ
は
通
行
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
通
行
さ
れ
る
方
は
ご
注
意
願

い
ま
す
。

聖
苑
か
ら
国
道
１
号
方
面
へ
行
か
れ

る
方
は
聖
苑
東
側
道
路
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
詳
し
く
は
、
今
月
号
の
差
込
み

チ
ラ
シ「
聖
苑
退
出
路
の
訂
正
に
つ
い

て
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
保
健
環
境
課

広
報
９
月
号
の
チ
ラ
シ

「
聖
苑
の
入
出
路
が
追
加

さ
れ
ま
す
」に
関
す
る
訂
正

●
内

容　

・
災
害
時
の
救
急
医
療
に
つ
い
て

・
災
害
図
上
訓
練（
Ｄ
Ｉ
Ｇ
）等

●
受
講
料　
無
料

●
申
込
方
法
・
申
込
期
限

　

１０
月
２９
日（
水
）

　

総
務
部
総
務
課
の
窓
口
ま
た
は
電
話

で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
み
・問
合
せ
先　

　

総
務
部
総
務
課

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
自
転
車
乗

車
時
に
お
け
る
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
が

努
力
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

本
村
で
は
、
自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル

メ
ッ
ト
の
購
入
費
用
の
一
部
を
次
の
と

お
り
補
助
し
て
い
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者

　

村
内
に
住
所
を
有
す
る
７
歳
か
ら
１８

歳
ま
で
の
方
お
よ
び
６５
歳
以
上
の
方

※
補
助
申
請
年
度
末
に
当
該
年
齢
に
到

達
す
る
方
を
含
む

●
対
象
と
な
る
ヘ
ル
メ
ッ
ト

　

令
和
7
年
４
月
以
降
に
購
入
し
た
新

品
の
自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
で

自
転
車
乗
車
用

ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
補
助
金

近
年
大
規
模
な
自
然
災
害
が
多
発
し

て
お
り
、
今
ま
で
以
上
に
地
域
防
災
力

の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
地
域
防
災
の
中
心
的
な
役
割
を
担

う「
防
災
リ
ー
ダ
ー
」の
養
成
講
座
を
開

催
し
ま
す
。

●
日

時　
（
全
２
日
間
）

　

１２
月
６
日（
土
）・
１３
日 (

土)

　

午
前
９
時
３０
分
～
午
後
４
時
３０
分

●
場

所

　

弥
富
市
総
合
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー　

２
階　

会
議
室
２

　
（
弥
富
市
前
ケ
須
町
野
方
８
０
２

－

２０
）

●
受
講
対
象
者

　
（
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
）

①
満
１５
歳
以
上
の
方（
１８
歳
未
満
の
方

は
、
保
護
者
の
同
意
が
必
要
で
す
）

②
津
島
市
、
愛
西
市
、
弥
富
市
、
あ
ま

市
お
よ
び
海
部
郡
に
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
方

③
講
座
受
講
後
も
防
災
活
動
に
意
欲
的

に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る
方

●
定

員

　

２５
名
程
度

　

応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り

ま
す
。

海
部
地
方
防
災
リ
ー
ダ
ー

養
成
講
座
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●
申
請
書
類

・
児
童
ク
ラ
ブ
一
時
利
用
申
請
書　

・
就
労
証
明
書

・
そ
の
他
必
要
書
類

●
配
布
・
申
込
期
間

　

10
月
17
日(

金)

～
31
日（
金
）

　

午
前
10
時
30
分
～
午
後
6
時
30
分　

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）　　

※
期
限
厳
守

●
申
込
み
・問
合
せ
先

　

飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ

令
和
７
年
度
の
児
童
ク
ラ
ブ
冬
休
み

利
用
申
込
み
を
次
の
と
お
り
受
け
付
け

ま
す
。

●
日

時

　

12
月
23
日（
火
）～
令
和
８
年
１
月
6

日（
火
）

　

午
前
7
時
30
分
～
午
後
6
時
30
分

　
（
日
曜
・
祝
日
・
12
月
29
日
～
翌
年

1
月
3
日
を
除
く
）

●
場

所

　

飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ

●
対

象

　

飛
島
学
園
前
期
課
程
に
就
学
す
る
児

童
の
保
護
者
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る

方（
家
族
）が
就
労
等
の
た
め
家
庭
が

留
守
と
な
る
児
童

●
利
用
料

・
12
月
23
日（
火
）～
27
日(

土)　

　

利
用
料　

２
，５
０
０
円

・
お
や
つ
代　

６
０
０
円

・
令
和
８
年
1
月
５
日(

月)

～
6
日（
火
）

　

利
用
料　

２
，５
０
０
円

・
お
や
つ
代　

６
０
０
円

　
（
別
途
お
や
つ
代
に
は
振
替
手
数
料

が
か
か
り
ま
す
）

「
児
童
ク
ラ
ブ
」

冬
休
み
利
用
案
内

●
お
や
つ
代

　

月
額　

１
，５
０
０
円

　
（
別
途
お
や
つ
代
に
は
振
替
手
数
料

が
か
か
り
ま
す
）

●
提
出
物

　

児
童
ク
ラ
ブ
利
用
申
請
書　
　

　

就
労
証
明
書

※
父
母
お
よ
び
同
居
の
家
族
が
対
象
に

な
り
ま
す
。

●
配
布
・
申
込
期
間

　

10
月
17
日(

金)

～
11
月
7
日(

金)

　

午
前
10
時
30
分
～
午
後
６
時
30
分

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
を
除
く
）

※
期
限
厳
守

●
注
意
事
項

・
平
日
は
学
校
か
ら
直
接
児
童
ク
ラ
ブ

へ
向
か
い
ま
す
が
、
帰
宅
時
は
保
護

者
の
迎
え
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

・
土
曜
・
学
校
休
業
日
に
お
け
る
児
童

の
送
迎
は
保
護
者
が
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

・
土
曜
・
学
校
休
業
日
の
昼
食
と
お
茶

は
各
自
で
持
参
と
な
り
ま
す
。

●�

申
込
み
・
問
合
せ
先

　

飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ

令
和
8
年
度
の
児
童
ク
ラ
ブ
年
間
利

用
申
込
み
を
次
の
と
お
り
受
け
付
け
ま

す
。

●
利
用
期
間
お
よ
び
時
間

　

令
和
8
年
4
月
１
日（
水
）～
令
和
9

年
3
月
31
日（
水
）

　

午
前
7
時
30
分
～
午
後
6
時
30
分　
　

　
（
日
曜
・
祝
日
・
12
月
29
日
～
翌
年

１
月
３
日
を
除
く
）

●
場

所

　

飛
島
学
園
内
児
童
ク
ラ
ブ

●
対

象

　

飛
島
学
園
前
期
課
程
に
就
学
す
る
児

童
の
保
護
者
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る

方（
家
族
）が
就
労
等
の
た
め
家
庭
が

留
守
と
な
る
児
童

※
次
の
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

・
児
童
が
帰
宅
時
に
大
人（
20
歳
以
上
）

が
家
に
い
る
場
合

・
自
営
業
で
就
労（
勤
務
時
間
・
場
所
）

の
証
明
が
提
出
で
き
な
い
方

●
利
用
料

　

１
月
～
７
月
・
９
月
～
１２
月

　

月
額
５
，０
０
０
円

　

８
月

　

月
額
８
，０
０
０
円

「
児
童
ク
ラ
ブ
」

年
間
利
用
案
内
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information

令和8年度 令和8年度 
幼保連携型認定こども園飛島保育園・飛島村立第一保育所 幼保連携型認定こども園飛島保育園・飛島村立第一保育所 

利用申込み利用申込み
　村内の認定こども園・保育所の利用申込みを受付します。利用案内等を10月15日（水）から申込場
所で配布しますので、必ずお受け取りのうえ期間内にお申込みください。
●利用できる施設
幼保連携型認定こども園飛島保育園（私立）　
飛島村立第一保育所（公立）
※村外にある施設の利用を希望する方は、民生部福祉課までご相談ください。

●対 象
�認定こども園・保育所の利用申込みをする場合は、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」
のいずれかに該当する必要があります。

●保育を必要とする事由
児童の家庭の状況が①～⑦のいずれかに該当する場合
①就労（居宅外労働・居宅内労働）　②出産等　③疾病等　④看護・介護等　⑤災害　⑥求職活動　⑦就学
※保育を必要とする事由に該当しない方は、申込場所へご相談ください。

●提出書類および持ち物
①子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼保育所等入所申込書
②食物アレルギーに関する調査票
③「保育を必要とする事由」を確認できる必要書類（就労証明書等）
④保育（利用）時間確認書
⑤申込書類提出にあたってのチェックリスト
※提出書類および持ち物の詳細については、利用案内でご確認ください。

●申込期間
11月４日（火）～28日（金）
午前8時30分～午後5時15分（土曜・日曜および祝日を除く）
※�現在認定こども園または保育所を利用中で、令和８年度も引き続き利用を希望される方は、1月
頃に継続の手続を予定していますので、今回の申込みは必要ありません。

●申込場所
飛島保育園利用希望の方　飛島保育園　　
第一保育所利用希望の方　すこやかセンター内福祉課

●そ の 他
�利用者負担額（保育料・副食費）算定のため、令和７年度の住民税情報が必要となります。令和７年
度の住民税申告を済ませていない方は、令和７年１月１日時点に住民票があった市町村で申告をし
てください。

� ●問合せ先　すこやかセンター内福祉課


